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○山田俊男君  

自由民主党の山田俊男であります。久しぶりの委員会かつまた質疑で

ありますので、気合が入っていますのでよろしくお願いします。  

郡司大臣とは、それこそ同じ農林水産委員会の仲間がこうして大臣に

就任されるわけでありますから、大変これは我々にとりましても誇りで

あります。どうぞ精いっぱい仕事をしていただきたい、こんなふうに思

います。 

確かに大変困難な環境の中にあるわけでありますけれど、一々、閣僚

なんだから、閣内で縛り込まれて何も言えないなんということにならぬ

ように、もうちゃんとおっしゃってもらわなきゃいかぬのですよ。それ

は我々も精いっぱい応援してまいりたい、こんなふうに思います。  

さて、本日は大臣の所信表明を中心に質疑をさせていただきます。こ

れもまた言いづらいことですが、一体どういうことになるのか。郡司大

臣に長くやってもらいたいというふうに思うんですが、どういうことに

なるのか心配でありますので、本日は、だから大臣の率直な意見をたく

さん聞きたいということで、是非大臣思い切って柔軟にしゃべっていた

だきたい、こんなふうにお願いするところであります。  

まず、大臣所信において、これからの農政展開の基本として、基本計

画ですね、長くなりますから言いませんが、基本計画、それからもう一

つは基本方針、この二つに沿って政策展開しますよというふうにされて

いるんです。 

ところで、基本計画は御案内のとおり大分議論をしましたが、兹業農

家や小規模農家、これを含んだ意欲ある全ての農業者が将来にわたって

農業を継続し、経営発展に取り組むことができる環境を整備するという

ふうにしているんですよ。一方、基本方針は、何と、高いレベルの経済

連携と両立し得る持続可能な農林漁業を実現する、これを基本的考え方

として、その戦略として、具体的に平地で二十ないし三十ヘクタール、

【主な質疑項目】 

１．「食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3 月）」と「我が国の食と

農林漁業の再生のための基本方針・行動計画（平成 23 年 10 月）」に

即し農政展開することについて  

２．ＴＰＰ問題について  

３．森林・林業対策について  

４．水産業対策について  
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中山間地域で十ないし二十ヘクタール規模の経営体が大宗を占める構造

を目指すというふうにしているんです。 

大臣、どう考えても矛盾していると思うんですよ。だから、大臣が所

信でこの基本計画と基本方針、両方をおっしゃっているんだけれど、一

体どこを向いて政策展開されるというふうにされているんですか、まず

お聞きします。 

 

○国務大臣（郡司彰君） 

 これからもいろいろなところで御議論を交わしていきながら日本農業

のために山田議員とともに進んでいきたいなというふうに思っておりま

す。 

今御指摘をいただきました、所信の中で食料・農業・農村基本計画、

そして方針・行動計画というものが列記をされているではないか、そこ

のところはどういうつながりになるんだということのお尋ねではなかっ

たかというふうに思っております。 

基本計画の方でありますけれども、先ほどもお示しをいただきました

ように、国として最小限の条件整備を行いながら、その上で意欲ある農

業者が創意工夫を発揮をし、地域の特性を生かした農業を発展させられ

るようにしていきましょう、そのためには戸別所得補償制度、あるいは

品質の面で安全、安心といった消費者のニーズにこたえるような生産体

制への転換、さらには六次産業化によりまして活力ある農山漁村の再生

をしていこうと、こういうようなことをうたっているわけであります。  

一方で、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画で

ありますけれども、こちらの方では、さらに御指摘がありましたように、

二十ないし三十ヘクタールの規模の経営体が大宗を占める構造を目指す

こととしている。 

これがそごを来すのではないかということでありますけれども、私ど

もの考え方は、これは所得補償制度を入れるときから同じようなことで

申し上げてきておりますけれども、一定規模以下の農業者を対策の対象

から外すというような形は取るべきではないんだろうと。戸別所得補償

制度の適切な推進を前提としつつも、集落内の話合いの中で意欲のある

農業者に円滑に農地が集積をされるというようなことは、これは目指し

ていくということについてそう異論はないのではないか。しかも、先ほ

ど言いましたように、時期はまさにその時期を迎えていると。  

そのような認識でございますから、先ほどのような意欲のある農業者

というものがその集落の中で円滑に農地を集積をさせるというような取
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組を併せてしていく、このことについて私ども矛盾なく行っていけるよ

うにしたいというふうに考えているところでございます。  

 

○山田俊男君 

 大臣、もう率直に、率直に議論しましょう。 

そして、今のお話も、要はそれほど難しいんです、我が国の農業。と

りわけ水田農業、土地利用型農業をどこへどんなふうに引っ張っていく

かということについては物すごく難しい。だから、そこは矛盾を抱えな

がら仕事をしなきゃいかぬという部分もあるんですよ。それは構わない

んです。だけれども、前へ進まなきゃいかぬわけだからね。前へ進ませ

るために一体どうするかということだというふうに思うんですよ。是非、

そこはそういう観点でやりましょうよ。 

それから、基本計画ではまたこう言っているんですよね、ＥＰＡ、Ｆ

ＴＡについて、食の安全、安定供給、食料自給率の向上、国内農業・農

村の振興を損なうことは行わないことを基本に取り組むと。しかし、基

本方針は、これは両立させると言っているんですよ。これまた、ここで

違ってくるわけね。とりわけ、ＴＰＰについて協議参加という方向をお

出しになった後、だから、こういう形での基本方針をお出しになるわけ

だから、だから、一体ここもどこ向いているんですかという話になるん

ですよ。基本計画に戻るということであれば、大臣、ここはＴＰＰにつ

いてしっかり、大臣、就任のときの御挨拶でおっしゃったように、遠慮

しないで物を言うということが必要なんですよ。一体これ、両立するん

ですか、しないんですか。 

 

○国務大臣（郡司彰君）  

私は、就任のときもそうでありますけれども、一貫して同じような発

言をさせてはいただいております。今後とも、そのことについて、特に

農林水産大臣として、やはり言わなければいけないことについてはしっ

かり発信をしていくべきかなというふうに思っているところでございま

すけれども、この経済連携とＴＰＰ、ＥＰＡ、いろんな形がありますけ

れども、なかなかトータルの議論という形で議論をされる機会が少なか

ったということは、これは私どももこれからまた十分やっていかなけれ

ばいけないだろうというふうに思っております。  

基本のところは、先ほど言いましたところもありますけれども、私ど

もの経済連携に対するものは、やはりこれからは一定高度なものを目指

していかないといけないだろうということの認識には立っているという
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ことはございます。その上で、具体的にどのような経済連携の形がある

かという議論は置いておいて、もしもこういう形の経済連携を取る場合

には、それが決まった形の国内対策をきちんと行いますよと、こういう

ような言い方もさせていただいております。 

したがいまして、なかなか議論が、その前段のところでうまくかみ合

う、かみ合わないというところはあろうかと思いますけれども、基本の

ところで日本の農業を強くしなければいけない、このことと経済連携と

はやはり一線を画す、切り離してやっぱり考えていく。しかし、現実問

題としていろいろな経済連携というものがそこにかぶさってきた場合、

そこに即応したような形でもって地域や生産者が立ち行くような方法を

考えていく、このようなところが基本理念としてこれからまた皆様方と

議論をしていきたいなというふうに思っております。  

 

○山田俊男君 

 ところで、大臣の所信では二十ないし三十ヘクタールの経営体、そこ

を目指すという基本方針の方向が一切、一言も書いていないわけですよ

ね。これは下ろされたということで見ていいですね。  

 

○国務大臣（郡司彰君） 

 大変に字数の制限もありますから、御指摘をこれまでもいろいろいた

だきました、この部分が少ないではないか、この部分ももう少し強調す

べきではなかったのではないかというようなお話をいただいております

が、誠に恐縮な言い方をすれば、総じて農林水産業をしっかり取り組む

というようなことについては書かせていただいておりまして、その中で

今踏まえましたような基本計画でありますとか基本的な方針、行動計画、

ここのところについてもしっかりと取り組むという意味をお酌み取りい

ただければ有り難いというふうに思っております。  

 

○山田俊男君 

 ところが、字数が限られている中で、しっかり農業に取り組むと、農

林漁業に取り組むという方向はちゃんと出しているよというふうにおっ

しゃるわけですが、その中で、必ずしも方向が定まっていない戸別所得

補償の法制化を検討するというふうにされて、大分ボリューム取ってい

るわけです。 

一体、対象農家をどうするかということについては大体方向が定まっ

ているんですか。 
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○副大臣（岩本司君） 

 戸別所得補償制度の今後の在り方に関しまする三党実務者協議につき

ましては、民主党からの協議の再開をお願いしているところであります

けれども、これと並行しまして、民主党内で法案作成に向けての議論も

行われているところであります。 

これまでの民主党内の議論で、対象農家など、現在実施している戸別

所得補償制度の基本的枠組みを堅持すること等については共通認識とな

っておりますが、法制化に向けて更に検討を深めることになっていると

承知をいたしております。 

引き続きまして、三党の状況、進捗状況も見守っていきたいというふ

うに思っております。 

 

○山田俊男君 

 岩本副大臣、まあ、政府においでになるわけですから、党の取組とは

一線画しているところがあるかもしれませんが、この戸別所得補償の在

り方ないしは法制化に向けて民主党の方から三党協議求められています

か。今そんな環境にありますか。求められておられるですか、今そうお

っしゃいましたけれども。 

 

○副大臣（岩本司君） 

 民主党の方からもちろん三党協議の申入れをしているところでありま

すので、その状況を見極めているというのが現状であります。  

 

○山田俊男君 

 若干経緯について、これは大事なところでありますが、むしろ自民党

や公明党の方からしっかり三党協議進めようということで進めてきて、

ところが、予算編成がありますと、予算編成にはもう間に合いませんで、

やらせてもらいますよと、みたいな形でお進みになって、それ以降、両

方から必ずしも十分な協議の取組になっていないというのが実際だと思

うんですよね。 

おやりになるんなら、そういうふうにおっしゃるんなら、しっかりと

案を出して、対象農家をどうするんだと、さらにまた、拠出を伴うとい

う、収入保険といいますかね、保険制度みたいな議論もされていると、

党の方はね、ということであれば、しっかりそれ出してくださいよ。そ

して、全ての農業者を、販売農家、十アール当たり販売農家の全てを対

象とするこの戸別所得補償の、この原点はそのまま維持するなら維持す
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るというふうに思い切って出せばいいじゃないですか。そういう協議は

十分なされていないまま、対象農家どうするか、拠出をどうするかとい

うような議論が何となく進められているというふうに聞いていますよ。 

 

○国務大臣（郡司彰君） 

 経緯についてここで改めて述べるという時間は余りないのかと思って

おりますが、いずれにしましても、昨年の八月九日以降、大変に私ども

の準備不足で話合いがそもそも遅れたと、このことについては私どもも

謙虚に考えなければいけないということを申し上げてきたつもりでござ

います。 

そして、予算のことがございました。年が明けましてから再開をする。

しかし、なかなかお互いの議論、紙のやり取りの段階でとどまっており

ました。そういう中で、一定程度、国会の情勢等もありますけれども、

法制化をして、御党の方から出されている法案に対するような議論とい

うものがかえってやりやすいような形もあり得るかもしれない。そうい

う意味では、与党としての考え方をきちんといろんなところで整理をし

ていこう、こういうような作業も続けてまいったというふうに聞いてお

りまして、基本的なところについてはおおよそ固まっていると。  

しかしながら、まだこれから三党で話し合う余地が、今おっしゃった

ようなところも含めて、担い手の関係も含めてあろうかと思いますので、

その辺のところはこれからまた真摯に向き合っていきたいなというふう

に思っております。 

 

○山田俊男君 

 いずれにしても、三党でやるかどうかということも含めまして、しっ

かりこの議論が展開できるようにしてもらいたい、こんなふうにお願い

しておきます。 

ところで、私は、基本計画では、この戸別所得補償制度の検討と併せ

て、中山間地域等直接支払制度を予算措置から法律上の措置にすること

も含めて今後の在り方を検討するということが基本計画の中に盛り込ま

れているんです。御存じですよね。これ、法定化を検討するというのな

ら検討したらいいと思うんですよ。この点は所信について触れられてお

られないんですが、いかがですか。 

 

○大臣政務官（森本哲生君） 

 委員御指摘のとおり、ここのところ大事なポイントでございまして、
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特に戸別所得補償と中山間地域、その中山間地域は戸別所得補償のこの

対象にはなかなか含まれにくいというところも実際多うございますので、

ここのところは非常に重要な私、ポイントだというふうに思っておりま

す。 

ただ、この戸別所得と同じように、併せてここのところは検討してい

くということになっておりますので、今のところ法制化については今申

し上げたような方向で検討をさせていただくということでございますの

で、よろしくお願いします。 

 

○山田俊男君 

 もう一つ、人・農地プランでその作成を大々的に進めると所信に触れ

られておるわけで、その点についても地域の意見をちゃんと聞いて対処

するという方向については私も賛成であります。  

ただ、その際、青年の就農の定着、これは事業として実施されるとい

う方向であります。農地のあっせん、集積も、これは事業として引き続

き実施します。しかし、スムーズな経営継承等の実施について果たして

どんなような対策をお打ちになっているか明らかでもありません。  

これら一連の担い手対策について、担い手育成・確保総合支援のため

の法律作り、これ衆議院に自民党から提案しましてつるしてあるわけで

ありますが、こうした担い手総合支援の法律を制定する中で全体として

これを実施するという仕組みをそれこそ提案されるべきじゃないんです

か。 

 

○副大臣（岩本司君） 

 委員御指摘のとおり、自民党さんが平成二十三年度の通常国会に担い

手総合支援法案を提出されまして、現在継続審査となっていることは承

知をいたしております。本法案につきましては、詳細をお聞きしないと

分からない点もございますけれども、戸別所得補償制度と関連するもの

であり、今後国会において議論をしていただくものと考えております。 

 

○山田俊男君 

 次に、ＴＰＰの問題につきまして御質問申し上げたいというふうに思

います。 

先般の山口外務副大臣の報告をいただいたわけですが、それと関連し

て、今日、片上審議官、お見えでありますので、よろしくお願いします。  

山口副大臣は、衆議院の農林水産委員会の答弁で、大統領選挙が終わ
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るまでＴＰＰ交渉は進まないという考え方を述べておられるんですが、

そういう認識でおられますか。 

 

○政府参考人（片上慶一君）  

お答え申し上げます。 

まず冒頭、山口外務副大臣、今Ｇ20に出席しておりますので、今日は

出席かないません。おわび申し上げます。 

それから、十四日の衆議院農水委の国会答弁の山口副大臣の発言でご

ざいますが、大統領選挙が終わるまでＴＰＰ交渉参加に向けた協議がひ

ょっとして進まないんじゃないかという副大臣の危機感を示したものと

いうふうに理解しております。大統領選挙がどういう影響を与えるか、

これは恐らくいろいろな見方があるというのが現状であり現実ではない

かというふうに考えております。 

 

○山田俊男君 

 大統領選挙が終わるまで進まないんじゃないかという危機感をおっし

ゃったということですが、危機感の部分は危機感ですとおっしゃってい

るわけはないんで、雰囲気を片上さんが受け止められただけで、危機感

でも何でもないですよ。大いに結構じゃないですか。そうなんですよ。

だから、その認識が大体間違っているんですよ。いいんです、ずっと遅

れて。 

ところで、総理大臣は、日中韓ＦＴＡ交渉開始合意の際に、ＴＰＰと

日中韓ＦＴＡの両方を進めるというふうにおっしゃっているわけ。これ

も認識として、外務省はそんなふうに受け止めておられるんですか。  

 

○政府参考人（片上慶一君） 

 お答え申し上げます。 

御承知のとおり、一般論として、我が国はアジア太平洋自由貿易圏、

ＦＴＡＡＰと言っておりますが、この実現を目指している、その中で、

ＴＰＰ、日中韓ＦＴＡ、ＡＳＥＡＮを中心とした広域経済連携もそれぞ

れＦＴＡＡＰの実現に寄与する地域取決めだという認識でおります。  

総理も、まさに御指摘のとおり述べているとおり、我が国としては、

このＦＴＡＡＰの実現に向けて、ＴＰＰについては交渉参加に向けた関

係国との協議を引き続き実施、先般の日中韓サミットで年内の交渉開始

について一致した日中韓ＦＴＡ、あるいはＡＳＥＡＮを始めとする東ア

ジア地域の包括的な経済連携を並行的に追求することによってこれらの
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取決めが相互に刺激し合い、全てが活発化するというダイナミズムが働

いていくと、こういったことを期待しているという立場でございます。  

 

○山田俊男君 

 これは片上さんは大変よく御存じだというふうに思うけれど、日中韓

ＦＴＡの産官学共同研究報告書というのがあるんですね、御案内のとお

り。そこでどんなふうに言われているかというのは、御存じだと思うん

ですが、紹介しますと、「相互主義と互恵に基づくバランスの取れた成

果とウイン・ウイン・ウインの状況を目指すこと。」。ウイン・ウイン・

ウインと言っているんです、日中韓だから。共にウイン・ウイン・ウイ

ンの状況を目指すと言っているわけね。さらに、「各国のセンシティブ

分野に対ししかるべく配慮しつつ、建設的かつ積極的に交渉を行うこと。」

としていると書いてある。 

ＴＰＰと日中韓ＦＴＡは、論理が明確に異なるじゃないですか。それ

を両方やりますよ、ＦＴＡＡＰがつなぎますよというふうに、もう何を

議論しているのかと、何を考えているのかと。間違いなんですよ。もう

ちょっとちゃんと冷静に分析して、そして判断してくださいよ。この点

どんなふうにお考えですか。 

 

○政府参考人（片上慶一君） 

 日中韓ＦＴＡ産官学共同研究報告書、今委員の御指摘のあった点、そ

のとおりでございます。 

私どもとして、一つはＴＰＰについて申し上げますと、確かにＴＰＰ

は基本的に全ての関税を十年以内に撤廃するということが原則になると

されていますが、最終的に即時撤廃がどの程度になるのかとか、段階的

にどのぐらいの時間を掛けて撤廃するのか、あるいは関税撤廃の例外が

どの程度認められるのか等については現時点では明らかになっていませ

ん。同じく、その産学研究報告書でも、包括的にかつ高いレベルの協定

を目指すということも各国のセンシティビティーの分野に配慮するとい

うことと併せて方向性として位置付けられているというふうに考えてお

ります。 

もとより、関税以外の分野についてはＴＰＰも同じでございますが、

サービスや投資については規制を一律に撤廃し完全自由化するとの議論

はなされていないというのが状況でございます。  
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○山田俊男君 

 いや、私は、特に申し上げたいのは、ちゃんと、ＴＰＰは、聖域なき

関税撤廃というふうなことを原則にしてと言っているわけでしょう。今、

片上さんがおっしゃったように、最終的には、即時撤廃なのか、例外が

どれだけ認められるのか、その辺のことは分かりませんという話なんで

す。そうじゃなくて、日中韓ＦＴＡはウイン・ウイン・ウインで行くと

言っているんです。とすると、ＴＰＰについてもお互いの国が成り立つ

ようなウイン・ウインの連携をどんなふうにつくりますか、これをつく

ろうじゃないですかということが出発点じゃなきゃいかぬのじゃないで

すか。それがはっきりしないから、一体どこへ連れていかれるんだろう

というのが今のＴＰＰの状況じゃないんですか。これだから認められな

いんですよ。 

ところで、米国との間で、自動車等、入場料みたいな話があるという

ふうに聞いています。入場料とは言わずに何か信頼醸成措置、コンフィ

デンス・ビルディング・メジャーとも言うらしいんですけれども、外交

上、これは通念的な言い方なり考え方なんですか、信頼醸成措置。この

ことが、入場料みたいな話で、信頼醸成措置みたいな文言でずっとずっ

と引っ張り込まれていくということになるんじゃないんですか。だから、

一体、即時撤廃か、例外がどれだけ認められるかなんということはどこ

かそっちに置いて、みんな信頼醸成措置で入場料取られるというのが何

年も続くということになるんじゃないんですか。これはいかがですか。 

 

○政府参考人（片上慶一君） 

 お答え申し上げます。 

一般論として申し上げると、信頼醸成措置という言葉は軍備管理とか

軍縮のときによく使われている言葉でございます。委員御指摘のとおり、

そのコンフィデンス・ビルディング・メジャーという言い方がＵＳＴＲ

等を含めてされていることも事実でございます。  

その上で、自動車について、これは山口副大臣からこの委員会でも御

報告させていただいてきたとおりでございますけれども、アメリカとの

協議、これは四月三十日の日米首脳会談で引き続き前進させていこうと

いうことになって、これまでのところ、詳細には触れませんが、米国政

府から、自動車等の分野について、議会とか利害関係者が強い関心を持

っている問題として説明を受けています。他方、ＴＰＰ交渉参加のため

の条件という形で示されているわけではなくて、引き続き政府間で議論

していくということが現状でございます。 
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○山田俊男君 

 条件ではないというふうにおっしゃるけれども、しかしこれだけオバ

マ大統領から主張されて、国内でも、僕らのところには見えてきません

が、相当程度その点についての話合いがなされて、その点については答

えが出ないから、出せないから、また、その内容ではアメリカの自動車

の連合会等々がそれは認められないという中で物事が進まないという状

況になっているんじゃないんですか。だから、ここは我々の基準みたい

なものをちゃんと持ってかからなきゃ駄目なんですよ。そこがない限り、

ずっと入場料ですよ。ずっと信頼醸成措置ですよ。このことについて、

やっぱり日本の外交交渉といいますか、その姿勢を心配せざるを得ない

わけであります。 

さて、与党としての民主党は、これはもう本当は与党にちゃんと聞け

ばいいんですけれども、民主党内の経済連携ＰＴでＴＰＰの是非につい

て議論がなされているというふうに聞いています。しかし、ＴＰＰのメ

リットを整理できていないと、なかなか整理できないというふうにも伝

えられているんですよ。事実、それはそうですね、大臣。  

 

○国務大臣（郡司彰君） 

 全ての会合に参加をしておりませんので、もしかしたら漏れている議

論があったかもしれません。 

ただ、全体として、メリットそれからデメリットそれぞれを出し合う、

あるいはまた、デフレに関してＴＰＰが与える影響はどういうことなん

だろう、それに、そうしたいろいろな懸念事項に対して議論をしようと、

こういうようなプログラムが組んでおりまして、最終的に、懸念の問題

についてはまだいろいろな関係で今のところ最終的な取りまとめはでき

ておりませんけれども、メリット、デメリットについては、それぞれの

主張としての論点についてはまとめさせていただいたというようなこと

でございます。 

 

○山田俊男君 

 かくのごとく、与党内においても大変な議論のある課題なんです。こ

の際、大臣は就任の記者会見で率直に話されているんです、先ほども若

干触れていただきましたが。ここは、形と内容が悪いＴＰＰには参加で

きないと、こう明確におっしゃればいいんです。  

それで、返事しづらかったらその次に移りますが。 

米国でも、ＴＰＰについてはオバマの貿易政策だというふうに、単な
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るオバマの貿易政策だと。私も、アメリカへ行って、委員会の筆頭理事

や委員長とお会いしたときに、そうおっしゃっている。与党であっても

そうおっしゃっている。非常にさめた見方をしている政治家やロビイス

トが多いんです。既に具体的な協定を論議している九か国内でも多くの

争点が明らかになってきているんです、一々挙げませんが。各国それぞ

れ重大な課題を抱えて議論になっています。 

これ、簡単に進みませんよ。今ＴＰＰを進めても、まず時間が掛かる、

先ほど言った入場料がさんざん求められる。そして、そんな中で、日本

という国柄を壊すだけになっちゃうんですよ。 

今一番心配するのは、大事なことは、食と農について国民的な合意を

ちゃんと得ていかなきゃいかぬ大事なときなんです。そのとき、どうで

すか、経済界は農業たたきします、マスコミは農業たたきをします、こ

ういう形でやっている限りは、一体、食と農についての国民合意の形成、

とてもじゃないができないじゃないですか。大臣が幾ら所信でかくのご

とく政策展開するよというふうにおっしゃったって、国民合意に基づい

て、そしてちゃんと政策は展開するわけでしょう。その点についての所

信の表明がないんですよ。もっとも、それはＴＰＰについての姿勢がは

っきりしていないから。 

大臣は、ＴＰＰということについてちゃんと方針出して、改めて政府

も経済界もマスコミももっと冷静になって、そしてアジアやヨーロッパ

等とのＥＰＡや、さらに場合によったらＷＴＯの再構築という点も含め

て新しい経済連携の方針を出すべきなんです。今首脳会談できなくて、

先延ばしになって、ちょうどいい機会なんですよ。  

どうお考えになります、大臣。 

 

○国務大臣（郡司彰君） 

 まだまだ私どもが求めてきた、そして政府としても決めていただきま

したけれども、情報開示をきちんと行っていきましょうということにつ

いても御懸念が示されているというふうに思っております。  

政府の方は、一定程度、声を聞くあるいは説明をするということを行

ったけれども、相手の受け取り方が十分でなければまたその議論は残る

わけでありますから、だとすれば、私どもは、更に情報の開示、それか

ら政府としての説明を行うような機会をやはり政府としてやっていかな

ければいけない。そして、さらにやっぱりその上に立った国民的議論、

これもまだ十分ではないというような御指摘だろうというふうに思いま

すので、そのことについても、私ども意を用いてしっかりと議論を重ね
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ていきたいというふうに思います。 

 

○山田俊男君 

 所信に抜けていることが二つあるというふうに思っています。  

一つは、今まさに私も申し上げ、大臣も触れていただきましたが、食

と農についての国民合意の形成、これが一番大事なんだと。そのことに

ついてＴＰＰなどが合意を阻害している。大臣は、ここははっきりと議

論をしよう、そして、これは経済界もマスコミもちゃんと議論しましょ

う、分析しましょうということを言った上で、さらに農業者それから農

業関係者の努力を求めつつ、こんなふうに日本農業を改革してこういう

絵を描いていくんですよということをこそ主張すべきだというふうに思

います。これが一つ目。 

それから二つ目は、残念ながら飼料穀物の高騰がこんな形で進んでい

ることについての言及がどこにもないわけであります。これ、今はまだ

円高だから、まあいいということは簡単に言えないけれども、いろんな

ところへ影響を与えていますから、円高だから飼料穀物の価格高騰も何

とかまだ我慢できる。これ、円安に推移してごらんなさい、大変なこと

になりますよ。そのための備蓄の準備や、さらには安定制度の基金を含

めて準備はできていますか。できていないです。中国は大量の大豆を始

めとする飼料穀物を着々と買い入れていますよ。もう場合によったら大

変なことになりますから。 

だから、もっとここについての危機感を持って対応しなきゃいかぬ。

ＴＰＰどころじゃないですよ、本当に。そう思いますので、その点は今

後、所信はもう間に合わないわけですから、そうすると、今後の政策の

中でこの二点をきっちり強調していってもらいたい、こんなふうに思い

ます。 

さて、皆川長官お見えでありますが、私、これは所信の中に林業、森

林対策含まれているわけでありますが、具体的に、これ実施するに際し

て、森林吸収源対策とも関連して、木質バイオマスを活用した再生可能

エネルギーの発電を具体的に推進するという、これ一つでも二つでも目

に見えるようにちゃんと積み上げて実施するということが大変必要だと

いうふうに思うんです。そのための財源と予算、これはちゃんと準備で

きているんですか。おっしゃってください。 

 

○政府参考人（皆川芳嗣君） 

 委員御指摘のように、木質バイオマスの推進というのは、山村経済の
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循環を果たしていくという面、さらには地球温暖化対策の推進という面

で非常に大事な政策であるというふうに思ってございます。これまでも、

例えば昨年の二次補正予算でも、特に東北を中心にそういった木質バイ

オマス発電所ができないかという事業構想をソフト的に支援するという

ような予算を講じておりました。また、三次補正でも、そういったもの

についての事業費の方も政策として充実をさせていただいたというふう

なことがございます。 

今回の木質バイオマス発電、再生可能エネルギーの固定価格買取り制

度自体、例えば未利用間伐材であれば三十三・六円というような価格が

決定をされまして、この七月から適用されるということになってござい

ます。これは通常の発電所の適正利潤まで含めた水準ということで、か

なり、今までに比べると相当有利な水準ということになります。  

一方で、これをちゃんと回していくための山側からの安定供給ができ

るのかということも含めて、私どもとしては、例えば森林・林業再生プ

ランの中でも、例えば山側からの安定供給ができるための路網整備です

とか、例えば集約化といったことを今掲げてございますが、そういった

全ての政策を駆使をいたしましてこの木質バイオマス発電の推進という

ことをしっかりやっていく、また、それについての準備は整ってきてい

るというふうに考えてございます。 

 

○山田俊男君 

 是非具体化をやってもらいたい、そのために必要な財源の確保、それ

は地球温暖化対策のための対策費も環境省は持っているわけであります

から、それらの活用も含めてやってもらいたい、こんなふうに思います。  

さて、水産庁、佐藤さん、水産庁長官お見えでありますが、これも所

信表明の中に水産業のことをしっかり盛り込んでいるというふうに思い

ますが、燃料高騰が続いていまして、それで、これ燃料がなかったら船、

沖へ出れませんので、大変大事な生命線なんですよ。そのための漁業経

営セーフティーネット構築事業というのを二十四年度も実施するという

ことでやっておられるわけですが、どうも積立てが必要なものですから、

漁業者の積立てが必要になるものですから、その積立てが高騰すれば高

騰するほど物すごく難しいんですよ。この点についての対策を裏付けて

おかないとこれは機能しないと思うんですよね。その点、いかがですか。  

 

○政府参考人（佐藤正典君） 

 御説明を申し上げます。 
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委員御指摘のように、漁業経営におきましては、支出に占める燃料費

の割合が大変高いことになっておりまして、この高騰に対する対策は漁

業経営の安定化のために大変重要だというふうに思っております。  

二十二年から基金を設けまして漁業経営セーフティーネット構築事

業を行っておりますけれども、本年につきましては、従来の補填基準で

あります直前二年間の平均原油価格の一一五％を超えた場合の支払とい

ったものを改善をいたしまして、七中五ということで、低い時代のもの

も計算に入れることができるようにいたしました。また、一一五の係数

につきましても、この一年間で段階的に一〇〇まで落として、そこの差

をお支払いするという形で制度的な改正を行ってきたところでございま

す。 

今後とも、燃油価格の動向を注視いたしまして、価格が異常高騰した

場合にも本事業が漁業経営の安定を支える基盤といたしまして適切に実

施されるよう努めてまいる所存でございます。 

 

○山田俊男君 

 もう一点、別の項目について確認しておきたい、ないしは私の方から

申し上げておきたいことがあるんですね。 

四万トンの備蓄米の放出を決定されましたですね。この期中における

といいますか、需給調整としての米の国による売買については、これは

取り組まないということを、赤松大臣のときも山田大臣のときもかなり

きつくこだわっておられまして、そして戸別所得補償をやって、そして

変動支払をやるんだから、だから何も構わないんだ、需給調整やらない

んだ、国としてはというふうにおっしゃっていたのに、一転してここは

四万トンの実施を決定された。背景が分からないわけじゃありません、

私は。背景分かりながら言っているんです。 

とすると、今後、御案内のとおり、こんな問題生じているでしょう。

だって、播種前買入れという仕組みを運用されていますよね。なかなか

米集まらないという実際があります。さらにまた、今、ＳＢＳの主食販

売が、量は少ないというふうにしても出て、それが新聞紙上をにぎわす

みたいな話になっているわけ。ＳＢＳ米の主食販売は、それはその分だ

け主食用に出てくるわけだから、その分だけ市場に出回っている国産の

主食米を一体どう扱うかという問題が必ず出てくるんです。必ず出てく

る。だから、ＭＡ米については、需給に影響を与えないという観点から、

期間内に主食米の需給調整について国としては取り組んで、それを買い

入れて、それを主食米以外に売却するという過程の中で、ＭＡ米が需給
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に影響を与えないという仕組みを、これもうずっと我慢して我慢して我

慢して運営してきたんじゃないですか。これも崩しているんですよ、今

度の四万トンの備蓄米の放出ということは。 

だから、私はやるな、どうしろと言っているわけじゃないんです。言

いたいのは、要は、戸別所得補償の見直しとも関連して、一定の基準を

決めた国による需給調整の取組と価格の安定に配慮する仕組み、これは

やっぱり考えておかなきゃいかぬのです。大々的にやれとは言いません。

大事なところで何と何を何やるかということについての整理をしておか

なきゃ駄目だというふうに思っておりますので、提言しておきます。  

時間が切れましたので、委員長の許しを得られれば大臣に一言御発言

願いたい。 

 

○国務大臣（郡司彰君） 

 山田委員の方で今回の内容についてもよく御存じの上のことで、問題

提起として、今後の出口の問題をやはりきちんと議論をする必要がある

んではないか、こういう御指摘も受け止めさせていただきます。  

ただ、今回のことに関して言えば、当初の両大臣がおっしゃっていた

ことと相矛盾するものではございませんし、棚上げというような新しい

方式の中でのことについてもまた若干時間があれば説明をしたいところ

でございますけれども、いずれにしても、今後、米の需給の問題、この

ことについて議論をしていくということについてはやぶさかではござい

ません。 

 

○山田俊男君 

 委員長、ありがとうございました。 

終わります。 

 

 


